
阿賀野市条例第３１号 

   阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

第１条 阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

１６年阿賀野市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

２６ 防災気象アドバイザー 時間額 １，５００円 

２７ 鳥獣被害対策実施隊員 日額 ３，０００円 

」 

 を 

 「 

２６ 防災気象アドバイザー 時間額 １，５００円 

２７ 鳥獣被害

対策実施隊員 

鳥獣捕獲等 日額 ３，０００円 

緊急銃猟 日額 ２０，０００円 

」 

  に改める。 

第２条 阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

１４ 予防接種等医師 日額 １９，０００円 

１５ 歯科健診等歯科医師 日額 １９，０００円 

」 

 を 

 「 

１４ 予防接種等医師 日額 ２０，３２０円 

１５ 歯科健診等歯科医師 日額 ２０，３２０円 

」 

 に、 

 「 

１９ 学校医（幼稚園を含む。） 年額 児童、生徒１回当たり ４

０２円 



教職員１回当たり １，７

６４円 

管理費１校当たり 

 ４００人まで １２９，

２４０円 

 ４０１人から５００人

まで １０，０００円

加算 

 ５０１人から６００人

まで ２０，０００円

加算 

以下同様に加算 

就学時健康診断１回当た

り ２３，５６０円 

２０ 学校歯科医（幼稚園を含む。） 年額 児童、生徒１回当たり ４

０２円 

管理費１校当たり ５０，

０００円 

就学時健康診断１回当た

り ２３，５６０円 

」 

 を 

 「 

１９ 学校医（認定こども園を含

む。） 

年額 児童、生徒１回当たり ４

１３円 

教職員１回当たり １，７

８１円 

管理費１校当たり 

 ４００人まで １３０，

６９６円 

 ４０１人から５００人

まで １０，０００円

加算 



 ５０１人から６００人

まで ２０，０００円

加算 

以下同様に加算 

就学時健康診断１回当た

り ２３，８０６円 

２０ 学校歯科医（認定こども園を

含む。） 

年額 児童、生徒１回当たり ４

１３円 

管理費１校当たり ５０，

０００円 

就学時健康診断１回当た

り ２３，８０６円 

」 

 に、 

 「 

２７ 鳥獣被害

対策実施隊員 

鳥獣捕獲等 日額 ３，０００円 

緊急銃猟 日額 ２０，０００円 

」 

 を 

 「 

２７ 鳥獣被害

対策実施隊員 

鳥獣捕獲等 日額 ４，０００円 

緊急銃猟 日額 ２０，０００円 

」 

 に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年４月１日から施

行する。 

２ 第１条の規定による改正後の阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の規定は、令和７年９月１日から適用する。 

 

 

 


